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〒
住　所 納付書発行日

年　　月　　日

名　称
代表者 ㊞

納付書発行日

年　　月　　日

添付書類
□位置図 □掘削平面図（公道部）
□配管平面図 □掘削断面図（公道部）
□配管展開図 □その他（　　　　　　　　　）
□使用材料一覧

局長 課長 課長補佐 係長 係員 受付

氏名 ㊞

検査
手数料

 φ
円

□　一ツ瀬水道事業
□　新富町水道事業

通信機電波状況 測定日

給水区域

臨時栓番号

開始日/指針

用途
□一般用　□雑用　　□一雑共用　□業務用
□官公庁　□プール　□自衛隊　　□その他
□臨時用

承認受付

請求先名称

工事
種別

　　年　　月　　日　/　　　　　　　㎥

―　　　　　　　（φ　　　　　㎜　）
臨時栓

（臨時栓単価
にて請求）

□　新設　　□　臨時栓
□　増改造　□　撤去

下記のとおり給水装置の工事を申し込みます。なお、このたび貴企業団配水管より給水を受けますが、今後水圧

低下により水量不足を生じましても意義の申し立ては行わないことを誓約いたします。

設置場所
（地番）

緊急連絡先
（携帯）

給 水 装 置 工 事 承 認 願
　　　　年　　　　月　　　　日

申込者
（給水装置所有者）

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団　企業長　殿

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団　指定給水装置工事事業者

主任技術者
氏名 ㊞

TEL
FAX

□良　　□不可　　□改善済

設置場所
（地区名）

既設
メーター

□有　　□無　　□撤去済
　－　　　　　（φ　　　　㎜）

納入年月日

宮崎県

給水
負担金

 φ
円

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

指定登録番号　第　　　　　　号

給水管が所有敷地内を通ることを承諾します。なお、今後給
水装置に関しては双方間で解決し、企業団には一切ご迷惑
をおかけしないことを誓約いたします。

　　　　　　年　　　　月　　　　日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

土地所有者承諾

既存の給水管より分岐することを承諾します。な
お、今後給水装置に関しては双方間で解決し、
企業団には一切ご迷惑をおかけしないことを誓
約いたします。

利害関係人同意書
分岐承諾



１．申請時に位置図、平面図及び展開図等を別紙にて添付すること。

２．位置図は手書きではなく市販地図を使用し、公共施設等の目印が記載されていること。

３．利害関係人の同意が必要な場合は誓約を得ること。

４．申請時に給水負担金及び検査手数料を納入すること。

５．承認を受けた後に施工し、竣工ののち直ちに竣工届を提出し検査を受けること。

６．竣工検査前に精算書、精算図面等を提出すること。精算図面に点検口を記載すること。

７．量水器は官民境界付近とし、境界から２ｍを超える場合は第１仕切弁を設置すること。

８．共有給水管を布設する場合は、官民境界付近に第１仕切弁を設置すること。

９．分岐口径が50㎜を超える場合には分岐箇所に第1仕切弁（角ハンドルソフトシール仕切弁）を設置すること。

10．公道部はレジンコンクリート製仕切弁ボックスを使用すること

11．φ13㎜量水器を使用する場合でも配水管からの分岐口径と量水器ボックスはφ20㎜とすること。

12．1次側給水管がφ20㎜の場合でφ13㎜の量水器を設置する場合はφ20㎜×φ13㎜の止水栓を使用すること。

13．40㎜以下の止水栓については逆止弁付伸縮形ボール止水栓とすること。

14．50㎜以上の止水栓については角ハンドルソフトシール仕切弁とし逆止弁を設置すること。

15．メーター口径が30㎜を超える場合は、メーター２次側に仕切弁を設置すること。

16．量水器ボックスの蓋が重く検針に支障となる場合は、小窓付き蓋を設置すること。

17．量水器ボックスに車両の載荷が予想される場所には、耐荷重T-2以上の量水器ボックスを設置すること

18．通信機の電波状況が悪い場合は、通信機の設置場所を調整し通信状況を改善すること

19．配水管から分岐施工する場合は企業団係員の立会いが必要となる。立会依頼は施工の3日前までに連絡すること。

20．検査完了後に臨時メーターを本メータとして切り替える。

給水負担金及び工事検査手数料の額

□ 必要な書類が添付されているか

□ 位置図が分かりやすいものになっているか

□ 給水管からの分岐の場合、利害関係人の同意が得られているか

□ 給水管が他人の敷地を通る場合、土地所有者の同意が得られているか

□ 量水器が官民境界から2ｍ以内にあるか、無い場合は第一仕切弁が設置されるか

□ 共有給水管を布設する場合、官民境界付近に第１仕切弁が設置されるか

□ 分岐口径が50㎜を超える場合、分岐箇所に第1仕切弁（角ハンドルソフトシール仕切弁）が設置されるか

□ 止水栓や逆止弁の仕様は問題ないか

□ 仕切弁ボックスの仕様は問題ないか

□ 量水器ボックスの仕様は問題ないか

※非課税

工事検査手数料（非課税）給水負担金（税抜）

※消費税が別途必要

35,000 円

70,000 円

150,000 円

200,000 円

400,000 円

750,000 円

1,300,000 円

管理者が定める

一ツ瀬水道事業

150,000 円

受付時チェックリスト

（裏面）

注意事項

100㎜以上 管理者が定める

備考

13㎜ 35,000 円

増径による差額
30㎜ 200,000 円

20㎜ 70,000 円

25㎜

50㎜ 650,000 円

75㎜ 1,000,000 円

40㎜ 400,000 円

口径 増径工事

新富町水道事業 一ツ瀬水道事業・新富町水道事業

新設工事 新設・改増設・撤去

3,000円


